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議案第１９０号 川崎市保育園条例の一部を改正する条例の制

定について 
 

１ 改正理由 

本市の耐震診断の結果、耐震性が不足していると判定された菅生保育園を、近隣の

旧地域子育て支援センターすがおを改修した建物に移転するもの 

 

２ 改正内容 

  菅生保育園を移転するもの 

  宮前区初山１丁目２３番１５号 → 宮前区菅生５丁目４番１０号 

 

３ 菅生保育園の概要（移転後） 

位 置 宮前区菅生５丁目４番１０号 

構 造 ・ 規 模 鉄骨造地上１階建 

延 べ 床 面 積 ９１４．５６㎡ 

工 事 費 約４億９，９５０万円 

施 設 内 容 
保育室、地域子育て支援スペース、医療的ケア室、相談室、事

務室等 

定 員 １２０名（変更なし） 

利用開始（予定） 令和８年２月 

 

４ 施行期日 

  規則で定める日から施行 
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川崎市保育園条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○川崎市保育園条例 ○川崎市保育園条例 

昭和28年５月30日条例第32号 昭和28年５月30日条例第32号

（設置、名称及び位置） （設置、名称及び位置） 

第２条 本市は、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第39条に基づき、同法

第６条の３第９項第１号に規定する保育を必要とする乳児・幼児その他の

児童（以下「乳児・幼児等」という。）を日々保護者の下から通わせて保

育を行うため保育園を設置し、その名称及び位置を次のとおりとする。 

第２条 本市は、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第39条に基づき、同法

第６条の３第９項第１号に規定する保育を必要とする乳児・幼児その他の

児童（以下「乳児・幼児等」という。）を日々保護者の下から通わせて保

育を行うため保育園を設置し、その名称及び位置を次のとおりとする。 

 名称 位置   名称 位置  

 川崎市梶ケ谷保育園 川崎市高津区梶ケ谷５丁目８番地２   川崎市梶ケ谷保育園 川崎市高津区梶ケ谷５丁目８番地２  

 川崎市菅生保育園 川崎市宮前区菅生５丁目４番10号   川崎市菅生保育園 川崎市宮前区初山１丁目23番15号  

 川崎市中有馬保育園 川崎市宮前区有馬３丁目２番10号   川崎市中有馬保育園 川崎市宮前区有馬３丁目２番10号  
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菅生保育園案内図

蔵敷こども
文化センター宮前市民館

菅生分館

菅生保育園
（移転元）

菅生保育園
（移転先）

至 溝の口

至 清水台

至 稗原

至 根岸陸橋

移転先：宮前区菅生５丁目４番１０号 移転元：宮前区初山１丁目２３番１５号

都市計画基本図（令和６年度）
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